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【【【【１１１１】特許法】特許法】特許法】特許法 

１．１．１．１．特許制度の目的特許制度の目的特許制度の目的特許制度の目的 

特許とは・・・電気製品や薬、自動車などの「発明」に与えられる権利のこと 

①①①①    保保保保護対象護対象護対象護対象・・・発明発明発明発明 

②②②②    目的目的目的目的・・・産業の発展産業の発展産業の発展産業の発展 

・ 技術的な進歩に対して法的な保護保護保護保護を与え、発明者に対して独占的な権利独占的な権利独占的な権利独占的な権利を与えること 

で、更なる創造を促し、ひいてはその国の産業の発達に寄その国の産業の発達に寄その国の産業の発達に寄その国の産業の発達に寄与与与与することを目的とする 

      ・ 法的な制限を設けることで、発明の利用発明の利用発明の利用発明の利用を促進させ、ひいてはその国の産業の発達その国の産業の発達その国の産業の発達その国の産業の発達

に寄与に寄与に寄与に寄与することを目的とする    

③③③③    法的法的法的法的なななな制限制限制限制限・・・存続期間 ⇒ 発明を独占的に実施できる期間に制限を設けている    

      出願公開制度 ⇒ 発明の内容を公開することの代償として、発明に独占権を与えている 

 

２．２．２．２．特許法の保護対象特許法の保護対象特許法の保護対象特許法の保護対象 

①①①①    発明発明発明発明のののの定義定義定義定義    

・ 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち自然法則を利用した技術的思想の創作のうち自然法則を利用した技術的思想の創作のうち自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの高度のもの高度のもの高度のもの 

                            ※「技術的思想」とは・・・知識として第三者に伝達できる客観性のあるもの知識として第三者に伝達できる客観性のあるもの知識として第三者に伝達できる客観性のあるもの知識として第三者に伝達できる客観性のあるものをいう 

・ 原則として、すべての技術分野における「物」の発明と「方法」の発明「物」の発明と「方法」の発明「物」の発明と「方法」の発明「物」の発明と「方法」の発明について、特許 

権が与えられる 

 

「自然法則を利用した」「自然法則を利用した」「自然法則を利用した」「自然法則を利用した」    

自然法則それ自体自然法則それ自体自然法則それ自体自然法則それ自体や、コンピュータ言語コンピュータ言語コンピュータ言語コンピュータ言語などの人為的取り決めは、自然法則を利用して 

いないので、発明には該当しない 

永永永永久機関久機関久機関久機関は、発明には該当しない 

「技術的思想」「技術的思想」「技術的思想」「技術的思想」    

熟練した職人の技術熟練した職人の技術熟練した職人の技術熟練した職人の技術など個人の熟練によるものや著作物著作物著作物著作物などは、技術的思想に該当し

ないので、発明には該当しない 

「創作」「創作」「創作」「創作」    

天然物天然物天然物天然物などの単なる発見などの単なる発見などの単なる発見などの単なる発見は、創作したことに該当しないので、発明には該当しない 
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「発明に該当しないもの」の例「発明に該当しないもの」の例「発明に該当しないもの」の例「発明に該当しないもの」の例    その理由その理由その理由その理由    

エネルギー保存の法則 自然法則自体  

計算方法 数学上の法則であり、自然法則を利用しない  

コンピューター言語コンピューター言語コンピューター言語コンピューター言語    人為的取り決めであり、自然法則を利用しない 

ビジネスモデル 人為的取り決め・経済法則であり、自然法則を利用しない 

永久機関 自然法則に反する 

熟練職人の技熟練職人の技熟練職人の技熟練職人の技    技術的思想ではなく、技能 

フォークボールの投球方法フォークボールの投球方法フォークボールの投球方法フォークボールの投球方法    技術的思想ではなく、技能 

絵画・彫刻 美的創作物であり、技術的思想の創作ではない 

天然物天然物天然物天然物    創作を伴わない、単なる発見 

操作マニュアル 単なる情報の提示であり、技術的思想ではない 

画像データ 単なる情報の提示であり、技術的思想ではない 

    

②②②②    そのそのそのその他他他他、、、、特許特許特許特許をををを受受受受けられないものけられないものけられないものけられないもの    

医療行為医療行為医療行為医療行為・・・人道上の理由から産業上利用することができないため特許を受けられない 

                 ex.手術方法、治療方法など 

公序良俗に反するもの公序良俗に反するもの公序良俗に反するもの公序良俗に反するもの・・・ex.偽札の製造機など 

 

 

 

 

 

３．３．３．３．特許要件特許要件特許要件特許要件 

①①①①    産業上利用可能産業上利用可能産業上利用可能産業上利用可能なななな発明発明発明発明でででであることあることあることあること    

・・・・    人間を手術、治療、診断する方法人間を手術、治療、診断する方法人間を手術、治療、診断する方法人間を手術、治療、診断する方法 

・・・・    業として利用できない発明（個人的利用、学術的・実験的のみの利用）業として利用できない発明（個人的利用、学術的・実験的のみの利用）業として利用できない発明（個人的利用、学術的・実験的のみの利用）業として利用できない発明（個人的利用、学術的・実験的のみの利用） 

・・・・    明らかに実施できない発明明らかに実施できない発明明らかに実施できない発明明らかに実施できない発明 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★要要要要チェックチェックチェックチェック★★★★    

特許の「発明」の定義 1・自然法則  2・技術的思想  3・創作 

特許を受けられないもの・・・医療行為、永久機関、単なる発見、個人の技 
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②②②②    新規性新規性新規性新規性があることがあることがあることがあること    

新規性とは、「新しいこと」 

その発明が、特許出願された時点より以前に特許出願された時点より以前に特許出願された時点より以前に特許出願された時点より以前に、国内外において公然と、国内外において公然と、国内外において公然と、国内外において公然と知られていない知られていない知られていない知られていないこと 

    ⇒ 出願以前に、文献などに掲載されたり、実施されたり、インターネット上に開示されていな 

いこと 

外国の文献や、外国での実施行為も判断の対象になる 

自分で発明を発表・公表してしまった場合もＮＧ（新規性を喪失する）   

 

   新規性の判断・・・新規性が失われたかどうかは「秘密状態を脱したかどうか秘密状態を脱したかどうか秘密状態を脱したかどうか秘密状態を脱したかどうか」」」」で判断される。 

   ⇒ 社外の人に発明の内容を説明したい場合は、秘密保持契約を結んだ上ですることが必要 

   ⇒ 守秘義務のない相手に対しては、口頭での説明だけした場合でも、新規性は失われる 

 

③③③③    進歩性進歩性進歩性進歩性があることがあることがあることがあること    

     その技術分野における通常の知識を有する者（当業者）が容易に思いつくものでないこと 

 

④④④④    先願先願先願先願であることであることであることであること    

最初に特許出願をした最初に特許出願をした最初に特許出願をした最初に特許出願をした者を優先者を優先者を優先者を優先する。（先発明ではない） 

 

⑤⑤⑤⑤    公序良俗公序良俗公序良俗公序良俗・・・・公衆衛生公衆衛生公衆衛生公衆衛生にににに反反反反しないことしないことしないことしないこと    

 

 

 

 

 

 

４．４．４．４．特許出願から登録まで特許出願から登録まで特許出願から登録まで特許出願から登録まで 

①①①①    特許特許特許特許をををを受受受受けるけるけるける権利権利権利権利    

・ 特許を受ける権利は、発明者個人に発生する 

・ 特許を受ける権利は移転することができる  

・ 職務発明は、法人等があらかじめ権利を譲り受けることを予約しておく必要がある。 

ただし、相当の対価が必要。 

・ 特許を受ける権利が共有であるときは、他の共有者と共同でなければ特許出願できない 

 

 

★★★★要要要要チェックチェックチェックチェック★★★★    

先願が優先。先発明や先使用ではない 

薬、医療器具、それらの製造方法 は特許を受けられる 
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②②②②    特許出願特許出願特許出願特許出願    

    特許庁に特許出願特許出願特許出願特許出願し、設定登録設定登録設定登録設定登録を受けることで権利が発生する   

    必要書類・・・願書願書願書願書＋添付書類（明細書明細書明細書明細書、特許請求の範囲特許請求の範囲特許請求の範囲特許請求の範囲、要約書要約書要約書要約書、必要に応じて図面必要に応じて図面必要に応じて図面必要に応じて図面）    

    明細書とは・・・発明の背景や詳しい実施形態などが記載されたもの 

明細書に記載すべき事項・・・3 つ（名称名称名称名称、詳細な説明詳細な説明詳細な説明詳細な説明、図面の図面の図面の図面の説明説明説明説明） 

    出願人・・・本人本人本人本人 または 弁理士弁理士弁理士弁理士・弁護士弁護士弁護士弁護士（業として代理ができるのは弁理士・弁護士のみ） 

        

 

 

 

③③③③    出願公開出願公開出願公開出願公開    

    ・ すべての特許出願は、出願日から出願日から出願日から出願日から 1111 年年年年 6666 ヶ月経過後に出願公開ヶ月経過後に出願公開ヶ月経過後に出願公開ヶ月経過後に出願公開される（公開特許広報公開特許広報公開特許広報公開特許広報が 

発行され、これに出願の内容が掲載される） 

・ 出願公開されたからといって、特許権が発生したことにはならない 

・ 出願公開で開示される内容は、出願人の氏名、願書の添付書類に記載された内容など。  

審査結果は公開されない審査結果は公開されない審査結果は公開されない審査結果は公開されない。  

・ 早期出願公開・・・出願日から 1 年６ヶ月を経過する前に出願公開を請求できる制度。 

出願公開前であればいつでも請求できるが、請求できるのは出願人のみ出願人のみ出願人のみ出願人のみ。 

 

④④④④    審査審査審査審査    

    特許出願後、出願審査の請求出願審査の請求出願審査の請求出願審査の請求があったものに対して実体実体実体実体審査審査審査審査が行われる。審査を受けるた

めには、出願日から 3333 年以内に出願審査請求年以内に出願審査請求年以内に出願審査請求年以内に出願審査請求をしなければならない。出願審査請求を行う

と、特許庁の審査官が審査を行い、拒絶理由があれば通知される（拒絶理由通知拒絶理由通知拒絶理由通知拒絶理由通知）。拒絶

理由が通知された場合、出願人は、意見書意見書意見書意見書の提出によって反論ができる。また、手続補正手続補正手続補正手続補正

書書書書の提出によって、拒絶理由を解消するように出願内容を修正できる。 

 

⑤⑤⑤⑤    特許査定特許査定特許査定特許査定    

 （意見書や手続補正書を提出した場合も含め）審査において拒絶理由が無いと判断される

と、特許査定特許査定特許査定特許査定が行われる 

 

⑥⑥⑥⑥    設定登録設定登録設定登録設定登録    

特許査定の謄本が送達された日から 30303030 日以内日以内日以内日以内に、所定の特許料を納付すると、設定登録設定登録設定登録設定登録

が行われる。設定登録によって、特許権が発生する設定登録によって、特許権が発生する設定登録によって、特許権が発生する設定登録によって、特許権が発生する。登録された特許の内容は、特許広報特許広報特許広報特許広報

に掲載される 

★★★★要要要要チェックチェックチェックチェック★★★★    

明細書に、「嘘」や「隠し事」をしてはならない 
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⑦⑦⑦⑦    拒絶査定拒絶査定拒絶査定拒絶査定    

    （意見書や手続補正書をもってしても）拒絶理由が解消しない場合は拒絶査定拒絶査定拒絶査定拒絶査定となる 

出願人が拒絶査定に不服のある場合は、拒絶査定の謄本が送達された日から 3 月以内に

拒絶査定不服審判拒絶査定不服審判拒絶査定不服審判拒絶査定不服審判を請求し、その判断について争うことができる 

    

５．５．５．５．特許権の発生と管理特許権の発生と管理特許権の発生と管理特許権の発生と管理    

①①①①    特許権特許権特許権特許権のののの効力効力効力効力        

    特許権は、特許権者が特許発明を業として独占的に実施独占的に実施独占的に実施独占的に実施できる権利である 

   ※「実施」とは・・・その物の生産生産生産生産、使用使用使用使用、譲渡譲渡譲渡譲渡（販売販売販売販売や配布配布配布配布も譲渡に含まれる）等、輸入輸入輸入輸入、輸出輸出輸出輸出    

     特許権の効力は、個個個個人的人的人的人的・家庭的な実施には及ばない家庭的な実施には及ばない家庭的な実施には及ばない家庭的な実施には及ばない 

     特許権の効力は、試験研究のための実施には及ばない試験研究のための実施には及ばない試験研究のための実施には及ばない試験研究のための実施には及ばない    

     （マーケティングのような市場調査は、「試験研究」には含まれない） 

 

②②②②    存続期間存続期間存続期間存続期間    

・ 存続期間とは・・・権利がある期間（特許権には期間がある） 

・ 出願日出願日出願日出願日から 20202020 年年年年 

・ 各年ごと各年ごと各年ごと各年ごとに定められた特許料特許料特許料特許料（年金）の（年金）の（年金）の（年金）の納付納付納付納付が必要。納付しないと特許権は消滅する 

・ 初回納付料は 1～3 年分をまとめて納付する。4 年目以降は 1 年ずつでもまとめてでも

OK 

・ 医薬品など、許認可に相当の期間を要する分野は、5 年を限度に特許権の存続期間 

の延長制度が設けられている   

 

 特許権の存続期間 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

★★★★要要要要チェックチェックチェックチェック★★★★    

特許権の存続期間 

・・・出願日から 20 年 

登録日からではない！ 
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６．６．６．６．ライセンスライセンスライセンスライセンス     

・ 特許権者は、特許権の譲渡譲渡譲渡譲渡やライセンスライセンスライセンスライセンスができる   

①①①①    ラララライセンスのイセンスのイセンスのイセンスの形態形態形態形態（（（（2222 つつつつ））））        

専用実施権専用実施権専用実施権専用実施権（専用実施権の設置設置設置設置）・・・実施権者のみに特許権の実施を独占させる形態実施権者のみに特許権の実施を独占させる形態実施権者のみに特許権の実施を独占させる形態実施権者のみに特許権の実施を独占させる形態 

                  専用実施権者は、設定した範囲内で独占排他的な権利独占排他的な権利独占排他的な権利独占排他的な権利を有する 

                  専用実施権は、登録することで効力が発生登録することで効力が発生登録することで効力が発生登録することで効力が発生する（登録が必要登録が必要登録が必要登録が必要） 

                  内容内容内容内容・地域地域地域地域・期間を限定期間を限定期間を限定期間を限定して認めることができる 

 

 

通常実施権通常実施権通常実施権通常実施権（通常実施権の許諾許諾許諾許諾）・・・許諾した範囲内で特許発明の実施を認めるこ許諾した範囲内で特許発明の実施を認めるこ許諾した範囲内で特許発明の実施を認めるこ許諾した範囲内で特許発明の実施を認めることととと 

                  重複する範囲について、複数人に許複数人に許複数人に許複数人に許諾諾諾諾をすることができる 

                  登録しなくても登録しなくても登録しなくても登録しなくても、、、、効力が発生効力が発生効力が発生効力が発生する（当事者間の契約のみで契約のみで契約のみで契約のみで OKOKOKOK） 

                  内容内容内容内容・・・・地域地域地域地域・・・・期間を限定期間を限定期間を限定期間を限定して認めることができる 

 

 

７．７．７．７．特許権の侵害特許権の侵害特許権の侵害特許権の侵害    

・ 特許発明の技術的範囲は、願書に添付された特許発明の技術的範囲は、願書に添付された特許発明の技術的範囲は、願書に添付された特許発明の技術的範囲は、願書に添付された「「「「特許請求の範囲特許請求の範囲特許請求の範囲特許請求の範囲」」」」のののの記載に基づいて記載に基づいて記載に基づいて記載に基づいて    

定められる定められる定められる定められる    

・ 特許発明の範囲における実施が特許権者に無断で行われていると判断した場合には、 

権利侵害として、特許権者が相手方に伝える＝警告状警告状警告状警告状を出して警告する 
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①①①① 権権権権利侵害利侵害利侵害利侵害をされたをされたをされたをされた際際際際のののの対応対応対応対応    

警告状警告状警告状警告状・・・特許権者が、権利侵害をしていると考えられる侵害者に対し、権利を侵害して 

いる旨を通知する手紙のこと 

差止請求差止請求差止請求差止請求、、、、損害賠償請求損害賠償請求損害賠償請求損害賠償請求・・・警告状を送付しても解決しない場合は、特許権者は相手

方に対し差止請求差止請求差止請求差止請求や損害賠償請求損害賠償請求損害賠償請求損害賠償請求ができる（差止請求＝「使わないでください」損害賠

償請求＝「損失を補償してください」、という要求）    

刑事罰刑事罰刑事罰刑事罰・・・特許権侵害に対しては、刑事罰刑事罰刑事罰刑事罰が適用されることもある    

 

②②②②    特許侵害特許侵害特許侵害特許侵害のののの警告警告警告警告をををを受受受受けたけたけたけた際際際際のののの対応対応対応対応    

１ ・    特許原簿特許原簿特許原簿特許原簿・・・まず、特許原簿特許原簿特許原簿特許原簿の確認  

２ ・ 特許請求の範囲特許請求の範囲特許請求の範囲特許請求の範囲・・・次に、実施品が特許侵害にあたるかどうか「特許請求の範囲」 

を確認 

３ ・ 特許無効審判特許無効審判特許無効審判特許無効審判・・・実施品が特許権の侵害にあたると判断された場合は、その特許 

に無効理由無効理由無効理由無効理由がないかどうかを判断する。無効理由があれば、特許無効審判特許無効審判特許無効審判特許無効審判を請求

できる場合がある。 

 

【【【【２２２２】実用新案法】実用新案法】実用新案法】実用新案法    

１．１．１．１．実用新案制度の目実用新案制度の目実用新案制度の目実用新案制度の目的的的的     

実用新案とは・・・「小発明」に与えられる権利のこと。 

    

①①①①    保保保保護対象護対象護対象護対象・・・考案考案考案考案 

        物品の形状物品の形状物品の形状物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案構造又は組み合わせに係る考案構造又は組み合わせに係る考案構造又は組み合わせに係る考案。自然法則を利用した技術的思想の

創作（特許法と異なり、「方法の考案方法の考案方法の考案方法の考案」は実用新案登録を受けられないは実用新案登録を受けられないは実用新案登録を受けられないは実用新案登録を受けられない）。 

 

        特許法と比較してみよう 

        特許法→発明発明発明発明・・・・・自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの 

        実用新案法→考案考案考案考案・・・自然法則を利用した技術的思想の創作。小発明。 

 

②②②②    特徴特徴特徴特徴    

     審査は方式審査のみ→提出書類の方式の正誤が中心の方式審査方式審査方式審査方式審査のみ 
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実体審査はない→新規性や進歩性など、実体的な要件についての実体実体実体実体審査審査審査審査を受け   

ることなく登録できる（（（（無審査無審査無審査無審査登録制度登録制度登録制度登録制度）））） 

・  メリット→権利取得までが比較的早い 

・・・・    デメリット→要件を満たしていない出願でも登録されてしまう可能性がある。    

・・・・    権利者が侵害者に対し差止請求をする場合などは、実用新案技術評価実用新案技術評価実用新案技術評価実用新案技術評価書書書書を提示して

警告するなど、一定の制限が課されている    

      →無審査登録主義のため、権利の乱用防止と第三者に不測の不利益を与えることを回 

避するため 

 

③③③③    存続期間存続期間存続期間存続期間    

・・・・    権利の取得には、特許庁特許庁特許庁特許庁への出願出願出願出願が必要 

・・・・    存続期間は、出願日出願日出願日出願日から 10101010 年年年年（特許より短い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


